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 このことについて、富山県教育委員会等から令和２年 11月９日より発熱等 

の症状がある場合の外来診療体制が下記および別添のとおり変更になるとの連

絡がありましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

１ 発熱患者等への対応 

   発熱等の症状がある場合は、帰国者・接触者相談センターではなく、  

  まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話相談することとなり 

  ます。 

 

２ 受診・相談センターの設立 

   発熱等患者が相談する医療機関に迷った場合の相談先として、厚生セン 

ター・保健所等に「受診・相談センター」を設置し、診療・検査医療機関 

を案内します。 

 ※帰国者・接触者相談センターは廃止されます。 

 


